
 

大阪市要望等に関する有識者会議開催に関する準備要綱 

 

                

制  定 令和４年４月１日 

 

 

 （目 的） 

 第１条 この準備要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則（平成

18 年大阪市規則第 181 号）第６条第５項及び第８条第７項の規定に基づき、学識経験

者その他市長が適当と認める者の意見を聴くための「大阪市要望等に関する有識者会

議」（以下、「会議」という。）の開催に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（開催要綱） 

第２条 会議の開催にあたっては、別記様式に定めるとおり「大阪市要望等に関する有識

者会議開催要綱」を制定する。 

 

 

附 則 

 １ この準備要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 大阪市要望等に関する有識者会議開催要綱（平成 26年３月 31日制定）は廃止する。 

 

  



 

別紙 

 

大阪市要望等に関する有識者会議開催要綱（案） 

                

制  定 令和○年○月○日 

 

 （目 的） 

 第１条 職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則（平成 18年大阪市規則

第 181号）第６条第５項及び第８条第７項の規定に基づき、要望等に関する有識者会議

（以下、「会議」という。）を開催する。 

 

（聴取事項） 

第２条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

 (1)○○○について 

 (2)○○○について 

 

 （会議のメンバー） 

第３条 会議のメンバーは、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が

委嘱する。 

２ 会議のメンバーは３名以内とする。 

  

（座 長） 

第４条 会議の座長はメンバーの互選により定める。 

２ 座長は、会議の議事を進行する。 

３ 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理

する。 

 

（開催期間） 

第５条 会議は、令和○年○月○日より令和△年△月△日までの開催とする。 

 

（会議の庶務） 

第６条 会議の庶務は、政策企画室市民情報部広聴担当にて行う。  

 

附 則 

 この要綱は、令和○年○月○日から施行する。 


